
【共通的な取組】

・ 一者応札の事前審査・事後評価の実施・強化。 ・ 調達予定案件の事前公表（前年度に一者応札だった案件はその旨が分かるように記
載）、十分な履行期間を確保したうえで公表・公告期間を原則30日以上確保、受注実
績・資格要件の緩和、メルマガによる積極的な情報発信及び過去の成果物について
仕様書にURLの明示等を実施。

→ 競争参加者を確保、発注条件の緩和や事前調査により一者応札の解消を
目指す。

→ 前年度一者応札であった案件について、
　７年度において、197件のうち61件を改善（前年度継続案件の30.9％）
　 （６年度は187件のうち64件を改善（前年度継続案件の34.2％））。 　

→ 上記取組の意識をより高めるため、複数年連続して一者応札となった案件
から数件抽出し、要因分析を行った上でHPへの公表。

→ 第三者機関である入札等監視委員会において、一者応札を重点的に監視することに
なっていることから、７年度に審議された一者応札の調達について、前年度において
も一者応札であったものを抽出して検証し、議事概要をHPに公表。 　

→ 不落（及び不調）となった個別案件の要因分析と再発防止・抑止のための
取組を実施。
※入札への参加は事業者の自由意志であることから、不調については可
能な範囲での実施。

→ 入札参加者や参考見積り提出業者にヒアリング等を実施し、不落（及び不調）となっ
た要因を把握するとともに、引き続き再発防止・抑止策を実施。

　

○調達事務のデジタル化の推進

→ 競争性、公正性、透明性等を確保しつつ、調達事務の効率化や事業者の
負担軽減に資するため、一連の調達手続において、原則、電子調達シス
テムを利用する。

➔

→ 入札案件1,070件を調達ポータルに掲載することで電子入札を可能とした。
電子入札率は６年度77.7％（861件／1,108件）から７年度81.3％（870件／1,070件）
に、電子契約率は６年度54.8％（472件／861件）から７年度60.1％（523件／870件）に
向上した。
なお、本件数／利用率は、システムによってデジタル庁が抽出したものである。

【重点的に調達改善に取り組む分野】

○中小企業者の受注機会の増大（新規）

・ 調達するサービスの質に与える影響に留意しつつ、中小企業者の受注機
会の増大に努める。

➔

・

→

１者応札にならないよう留意しつつ、予定価格が1,000万円を超えない16件について、
資格要件をＣ及びＤに限定して入札を実施した。 （６年度は10件実施）。

受注機会の増大に努めた結果、資格要件C及びDの落札件数が26件増加（６年度251
件から７年度277件）し、落札金額が約2.6億円増額（６年度約113.9億円から７年度約
116.5億円）した。

○調達手法の改善（随意契約への移行）

・ 一者応札が継続している案件の随意契約への移行等。
➔

・ 新規に随意契約（公募）に移行した４件について、価格交渉を行った結果、事業者の
当初提示額に比べ148万円削減（６年度279万円）。

○価格交渉の推進

・ 「随意契約における価格交渉の推進・検討チーム」における取組や、外部
専門家（デジタル統括アドバイザー等）の助言による価格交渉の推進。

・ 「価格交渉シート」に価格交渉経緯の記録やデジタル統括アドバイザー等の助言によ
る見積額の精査、仕様のスリム化等を実施。

→ 当初提示額から前年度以上の削減を目指す。 → 事業者の当初提示額に比べ約43億円を削減（６年度約36.3億円）。

○総合評価の効果的な活用

・ システム関係の調達については、基準額以下の調達においても総合評価
落札方式（加算方式）を活用。

➔

・ システム関係の調達については、総合評価落札方式による調達を40件実施した結
果、プロジェクト管理能力、システム開発、運用能力、セキュリティ、担当者のスキル
及び費用対効果等を総合的に判断した適切な調達ができた。

・ 可能なものについては、提案書の審査項目に過去の受注実績や経験・実
績を過度に評価しない。

・ 入札参加者の参加機会の確保、競争性の維持を図った。

【その他の取組】

○システム関係経費

・

・
・

デジタル統括アドバイザー等の助言を含め、仕様の適正化や経費の内容
を精査。
国庫債務負担行為での複数年契約の実施。
運用保守業務等の月払いへの変更（中小企業の参入や入札参加者の増
加を目指す） 。

・
・

仕様書や事前見積もり等を精査、調達の適正化。
国庫債務負担行為による複数年契約を11件実施し、システム開発と保守を一体で契
約するなど、調達事務の負担軽減に取り組んだ。

→ 引き続き「システム関係」の調達における経費の適正化を目指す

○庁費類（汎用的な物品・役務）の調達

・ 汎用的な消耗品や役務契約を対象に引き続き幹事官庁として共同調達を
実施。 ➔

・ 18品目の共同調達を幹事官庁として実施、参加官庁の事務負担を大幅に軽減。

○調達等の専門家の養成・外部専門家の活用

・

・
・

・

専門的な仕様書や予定価格の作成等において外部専門家を活用し、職員
のスキルの向上を図る。
民間企業等の調達手法を研究し、活用できるよう検討。
専門性の高い事業について、民間コンサルティング会社等の履行監理等
を活用。
研修の実施。

➔

民間コンサルティング会社等の専門的知見を活用した調達手法・履行監理により、適
切な契約金額等となっているか確認。

→ 調達経費の削減及び調達担当者の能力向上。

○旅費業務の効率化

・ 「旅費業務の標準的な取扱い」（2024年12月各府省等申合せ）に基づき、
旅行者への旅費支払いの迅速化を図る。また、改正旅費法に準拠した手
引書の改定及び周知を行い、担当職員の事務の効率化を図る。 ➔

・
・

旅行手配等のアウトソーシング実施による事務負担の軽減。
法人向けプログラムの活用。

令和７年度内閣官房及び内閣法制局並びに内閣府本府調達改善計画の自己評価結果について（概要）

➔

計画に盛り込まれた主な事項 取組結果

○一者応札の改善

➔

➔


	（概要）

